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四
巻
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平
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一
八
四

親

鸞

と

『大

集

経
』

林

智

康

一

私
は
す

で
に
親
鸞
の
著
述

に
お
け

る
引
用
文

の
中

で
、
『
大
無
量

寿

経

』
・
(
1
)

『
華

厳

経

』
・
(
2
)

『
涅

槃

経

』
・
(
3
)

『
往

生

論

註

』
・
(
4
)

『
観

経

四

帖

疏

』
・
(
5
)

『
選
択
集
』
等

の
引
用
文
に
つ
い
て
論
述
し

て
き

た
。
こ
の
論
稿
に
お

い
て
は
、
「親
鸞
」
と

『大
集
経
』
(
6
)

と
題
し
て
、
親
鸞
の
著
述

に
お
け

る

『
大
集
経
』

の
引
用
文
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

『大
集
経
』
に
つ
い
て
み
る
と
、
詳

し
く
は

『
大
方
等
大
集
経
』
六

十
巻
で

あ

る
。
前
二
十
六
巻
と

「
日
密
分
」
三
巻
は
北
涼

の
曇
無
識

訳
、
「
無
尽
意
菩
薩
品
」
四
巻
は
宋
の
智
厳

・
宝
雲
共
訳
、
「
日
蔵
分
」

十
二
巻

.
「
月
蔵
分
」
十

二
巻

.
「須
弥
蔵
分
」
二
巻

.
「十
方
菩
薩
品
」

二
巻
は
晴
の
那
連
提
耶
舎
訳
と
さ
れ
、
晴

の
僧
就
が

二
部
と
し
て
ま
と

め
た
。
釈
尊
が
十
方

の
仏

・
菩
薩
や
諸
天
を
集
め
て
大
乗
法
を
説
い
た

と
さ
れ
、
空
思
想
を
加
え
て
い
る
が
密
教
的
要
素
が
強
い
。

親
鸞

の
著
述
で
あ
る

『
教
行
信
証
』
・
『
入
出
二
門
偈
』
・
『
正
像
末
和

讃
』
に
、
『
大
集
経
』
か
ら
の
引
用
文
が
み
ら

れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ

二
覧

表
に
す
れ
ば
左
記
に
示
す
ご
と
く
に
な
る
。

ま
ず
、
(A
)
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る

『
大
集
経
』
の
引
用
文

の
中

で
、
(
a
)
正
引
、
す
な
わ
ち
直
接
引
用
し
た
も
の
は
十
文
、
(b
)
子

引
、
す
な
わ
ち
間
接
引
用
し
た
も
の
は
九
文
あ
る
。
後
者
は
道
は
著

の

『安
楽
集
』
及
び
最
澄
撰
と
い
わ
れ

る

『
末
法
灯
明
記
』
を
通
し
て
、

間
接
的
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
(B
)
そ

の
他

の
著

述
に
お
け
る

『大
集
経
』
の
引
用
文
は
三

文

あ

り
、
『
入
出
二
門
偈
』

は

一
文
で

『安
楽
集
』
を
通
し
た
子

引

で

あ

る
。
ま
た

『正
像
末
和

讃
』
は
二
文
で
と
も
に

『末
法
灯
明
記
』
を
通
し
た
子
引
で
あ
る
。

○
親
鸞
の
著
述
と

『大
集
経
』
の
引
用

『教
行
信
証
』
・
『入
出
二
門
偈
』
・
『正
像
末
和
讃
』…
…
『真
宗
聖
教
全
書
』

第
二
巻
、
『安
楽
集
』…
…
『真
宗
聖
教
全
書
』
第
一
巻
、
『末
法
灯
明
記
』

…
…
『伝
教
大
師
全
集
』
第
三
巻
、
『大
集
経
』
…
…
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

第
十
三
巻

(表
中
の
数
字
は
そ
れ
ぞ
れ
頁
数
を
示
す
)
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(A
)

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る

『
大
集
経
』
の
引
用
文

(
B
)

そ
の
他
の
著
述
に
お
け
る

『大
集
経
』
の
引
用
文

親
鸞

と

『
大
集
経
』

(林
)

一
八
五

679



親
鸞

と

『
大

集
経

』
(
林
)

二

初
め
に

(A
)
『
教
行
信
証
』
に
お
け

る

『大
集
経
』
の
引
用
文

の

中
、

(
b
)
教
行
信
証

(子
引

・
間
接
引
用
)
の
方

か
ら

見

て

い
き

た

い
。
九
文
中
、
『
安
楽
集
』
が
四
文
、
『末
法
灯
明
記
』
が
五
文
あ
る
。

そ
し
て
第

二
文
の
信
巻

(末
)
真
仏
弟
子
釈
の
説
聴
方
軌
の
文
を
除

い

て
、
他

の
八
文
は
す
べ
て
末
法
思
想
に
関
す
る
文
で
あ
る
。

親
鸞

は

『
教
行
信
証
』
化
巻

(本
)
に
三
願
転
入
を
述
べ
た
後
に
、
(
7
)

信

に
知
ん
ぬ
、
聖
道

の
諸
教

は
在
世
正
法

の
為

に

し

て
、
全

く

像
末

・
法

滅

の
時

機
に
あ
ら
ず
、
已

に
時
を
失
し
機

に
乖
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗

は
、

在
世
正
法
、
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
。

と
、
前
者

の
聖
道

の
諸
教
が
、
在
世

・
正
法
の
時
機

に
相
応
す
る
だ
け

で
、
像

法

・
末
法

・
法
滅
の
時
機
に
不
相
応
で
あ
り
、
後
者
の
浄
土
真

宗

の
み
が
、
在
世
、
正
法

・
像
法

・
末
法
の
三
時
及
び
法
滅
の
す
べ
て

の
時
機

に
相
応
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
前
者
の
聖
道
の
教
え
が
像
法

・、

末
法

・
法
滅
の
時
機

に
不
相
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
は
の

『
安

楽
集
』

や
最
澄

の
撰
と
言

わ
れ

る

『末
法
灯
明
記
』
の
影
響

に
よ
る

が
、
後
者
の
浄
土
真
宗
の
教
え
が
在
世
、
正

・
像

・
末
の
三
時
、
法
滅

を
通
し
て
す
べ
て
の
時
機

に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
の

『選

択
集
』

の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
(
8
)

『安
楽
集
』
上
巻
の
第
三
大
門

「聖
浄
二
門
判
」
(
9
)

に
お

い
て
、
聖
道

門

の
証

し
難
き
こ
と
と
往
生
浄
土
門
の
通
入
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い

一
八
六

る
。
そ
こ
に
二
由

一
証
と
し
て
、
二

つ
の
理
由
と

一
つ
の
証
明
の
文
が

見
ら
れ
る
。
二
由
と
は
、

一
つ
は
大
聖
釈
尊
が
涅
槃
に
入
ら
れ
て
か
ら

す
で
に
長
い
年
月
が
経

っ
て
い
る
、
二
つ
に
は
仏
教
の
道
理
は
深
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
衆
生
の
領
解
は
わ
ず
か
な
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
理
由

で
あ
る
。
ま
た

二
証
と
は

『
大
集
月
蔵
経
』

(『大
集
経
』
巻
五
五
意
月
蔵

分
第
十
七
分
布
閻
浮
提
品
)
の

「我
が
末
法
の
時
の
中

に
億
億
の
衆
生
、

行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
未
だ

二
人
も
得
る
者
あ
ら
ず
。
当
今
は
末
法

に
し
て
、
現
に
是
れ
五
濁
悪
世
な
り
、
唯
浄
土

一
門
あ
り
て
通
入
す
べ

き
路
な
り
」
と
い
う
文
で
、
末
法
の
時
代
に
は
行
を
起
し
道
を
修
す
る

聖
道
の
教
え
は
誰
も
証
る
こ
と
が
で
き
ず
、

た
だ
浄
土

二
門
の
み
証
り

に
通
入
で
き
る
路
で
あ
る
と
述
べ
る
。
親
鸞

は

『教
行
信
証
』
の
化
巻

(本
)
要
門
釈
と
聖
道
釈
に
二
由
を
引
か
ず
、
二
証
の

『
大
集
経
』
月
蔵

分
第
十
七
分
布
閻
浮
提
品
の
文
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
て

「浄
土

二
門
通

入
」
を
示
し
て
い
る
。

ま
た

『安
楽
集
』
上
巻
の
第

二
大
門

「教
興
所
由
」
(
1
0
)

に
お
い
て
、
教

が
時
…機
に
相
応
す
れ
ぽ
修
し
易
く
悟
り
易
い
が
、
教
が
時
…機
に
不
相
応

な
れ
ぽ
修
し
難
く
悟
り
に
入
る

こ
と
は
難
し

い
と
述

べ
、
そ
の
後
に

『
大
集
月
蔵
経
』
(『大
集
経
』
巻
五
五
意
月
蔵
分
第
十
七
分
布
閻
浮
提
品
)
の

五
箇
五
百
年
説
の
文
を
引
か
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
仏
滅
度

の
後

の
第

二

の
五
百
年
に
は
、
我
が
諸

の
弟
子
慧
を
学
ぶ

こ
と
堅
固
を
得
ん
。
(解
脱

堅
固
)
第
二
の
五
百
年
に
は
、
定

を
学
ぶ
こ
と
堅
固
を
得
ん
。
(禅
定
堅

固
)
第
三
の
五
百
年
に
は
、
多
聞

・
読
諦
を
学
ぶ
こ
と

堅
固
を
得
ん
。
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(多
聞
堅
固
)
第
四
の
五
百
年
に
は
、
塔
寺
を
造
立
し
福
を
修
、し
懺
悔
す

る
こ
と
堅
、固
を
得
ん
。
(造
寺
堅
固
)
第
五
の
五
百
年
に
は
白
法
隠
滞
し

て
多

く
諍
訟
あ
ら
ん
。
微
し
き
善
法
あ
り

て
堅
固
を
得
ん

(闘
諍
堅
固
)

と
。
」
と
あ
る
が
、
道
は
は
第
四
の

「造
寺
堅
固
」

の
語

の
後
に

『大

集
経
』

の
原
文
に
な
い

「修
福
懺
悔
」
の
語
を

つ
け
加
え
て
い
る
。
さ

ら
に
後

に
自
ら
、
「今

の
時
の
衆
生
を
計

る

に
即
ち
仏
世
を
去
り
た
ま

ひ
て
後

の
第
四
の
五
百
年
に
あ
た
れ
り
。
正
し
く
是
れ
懺
悔
し
福
を
修

し
仏

の
名
号
を
称
す
べ
き
時

の
者
な
り
。
も
し

二
念
阿
弥
陀
仏
を
称
す

る
に
、
即
ち
能
く
八
十
億
劫

の
生
死
の
罪
を
除
却

せ
ん
。
」
と
、
道
は

の
時
代

は
第
四
の
五
百
年
で
あ
る

「造
寺
堅
固
」
に
あ
た
り
、
懺
悔
修

福
と
称

名
を
勧

め
、
さ
ら
に
称
名
に
よ
る
滅
罪
を
述
べ
て
い
る
。
親
鸞

は
化
巻

(本
)
の
聖
道
釈
に
こ
の

『安
楽
集
』
に
あ

る

『
大
集
経
』
月

蔵
分
第

十
七
分
布
閻
浮
提
品
の
文
を
引
用
し
て

「
五
箇
五
百
年
説
」
を

示
し
て

い
る
。

さ
ら

に
親
鸞
は

『末
法
灯
明
記
』
(
1
1
)

に
あ
る

『大
集
経
』
月
蔵
分
第
十

七
分
布
閻
浮
提
品
の
諸
文
を
引
用
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「五
箇
五
百

年
説
」
、
「無
戒
満
州
」
、
「
八
無
価
宝
」
、
「名
字
比
兵
」
を
、
ま
た
月
蔵

分
第
十

六
忍
辱
品
の
文
の
引
用

に
よ
っ
て

「涅
槃
印
」
を
示

し

て

い

る
。
「
無
戒
満
州
」
と
は
末
法

の
時
代
に
は
持
戒
や
破
戒
の
者
は
な
く
、

無
戒
の
者
が
州
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
八
無
価
宝
」
は

八
重
の
無
価
の
真
宝
の
こ
と
で
、
あ
た
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
貴

い
宝
の
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
正
法

・
像
法

・
末
法

の
時
代
に
よ

親
鸞
と

『大
集
経
』
(林
)

っ
て
無
価
の
宝
は
異
な
る
。
「八
無
価
宝
」

は
如
来

・
縁
覚

・
声
聞
・前

三
果

(声
闡
道
の
さ
と
り
の
階
位
で
あ
る
預
流

・
二
来

.
不
還

.
阿
羅
漢
の
四

果
の
中
の
前
二三
つ
)
・
得
定

の
凡
夫

(四
禅

・
四
無
色
定
の
禅
定
を
修
得
し
た

人
)
・
持
戒
の
比
丘

・
破
戒

の
比
兵

・
無
戒
名
字
の
比
丘
の
八

つ
で
、
初

め
の
四

つ
は

(如
来

・
縁
覚

・
声
聞

三
型
三
果
)、
正
法
時
代
の
無
価

の
宝

で
あ
り
、

次
の
三

つ
は

(得
定
の
凡
夫

・
持
戒
の
比
丘

.
破
戒
の
比
丘
)、

像
法
時
代
の
無
価

の
宝
で
あ
り
、

そ

し

て
後

の
一
つ
は

(無
戒
名
字
の

比
丘
11
戒
律
も
無
い
名
ぼ
か
り
の
出
家
者
)
、
末
法
時
代

の
無
価

の
宝
で
あ

る
と
述
べ
る
。
「
涅
槃
印
」
と
は
た
と
え
無
戒
名
字
の
比
兵

で
も
涅
槃

寂
静
印

(三
法
印
の
一
つ
)
を
さ
と
る
こ
と
が

で
き

る
と

い
う
意
味
を

示
す
。

し
た
が

っ
て
親
鸞
は
、
『
安
楽
集
』
や

『
末
法
灯
明
記
』
の
中

に
説

か
れ
る

『大
集
経
』
の
文
を
通
し
て
、
三
時

思
想
と
五
箇
五
百
年
説
と

の
関
連
を
認
め
、
道
は
の
末
法
時
代

に
こ
そ
往
生
浄
土
門

の
教
え
が
相

応
す
る
と
い
う
限
定
さ
れ
た
考
え
に
と
ど
ま
ら
ず
、
三
時
思
想
を
超
え兄

て
在
世

・
正
法

・
像
法

・
末
法

・
法
滅
を
通
し
て
、
浄
土
真
宗
は
永
遠

な
る
教
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に

(B
)
そ
の
他
の
著
述
に
お
け
る

『
大
集
経
』

の
引
用
文
の
中

で
は

(
a
)
『
入
出
二
門
偈
』
(八
十
四
歳
著
)
に
、

道
は
和
尚
解
釈
し
て
曰
く

『
大
集
経
』
に
言
く
我
が
末
法
に

行
を
起
し

道
を
修
せ
む

二
切
衆

未
だ
二
人
も
獲
得
の
者
あ
ら
じ
と

(中
略
)

当
今

は
末
法
に
し
て
是
れ
五
濁
な
り

唯
浄
土
あ
り
て
通
入
す
べ
し
と

一
八
七
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親
鸞
と

『大
集
経
』
(林
)

と
、
『
安
楽
集
』
に
あ

る

『大
集
経
』
月
蔵
分
第
十
七
分
布
閻
浮
提
品

に
よ
っ
て

「浄
土

二
門
通
入
」
を
述

べ
る
。

ま
た

(b
)
『正
像
末
和

讃
』
三
時
讃

(八
十
五
歳
著
)
第
四
首
に
、

『大
集
経
』
に
と
き
た
ま
ふ

こ
の
世
は
第
五
の
五
百
年

闘
諍
堅
固
な
る

ゆ

へ
に

白
法
隠
滞
し
た
ま
へ
り

と
あ
り
、
さ
ら
に
『
同
』
第
十
首
に
、

末
法
第
五
の
五
百
年

こ
の
世
の
一
切
有
情
の

如
来
の
悲
願
を
信
ぜ
ず
ば

出
離
そ
の
期
は
な
か
る
べ
し

と
あ

る

文
は
、

『安
楽
集
』
や

『末
法
灯
明
記
』
の

『大
集
経
』
月
蔵

分
第
十
七
分
布
閻
浮
提
品
に
よ

っ
て

「
五
箇
五
百
年
説
」
を
述
べ
る
。

三

続
い
て

(A
)
『教
行
信
証
』

に
お

け
る

『
大
集
経
』

の
引
用
文
の

(
a
)
教
行
信
証

(正
引

.
直
接
引
用
)
を
見
る

と
、
十
文
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。

第
四
文
の

『
大
集
経
』
月
蔵
分
第
八
諸
悪
鬼
神
得
敬
信
品
に
は
邪
見

を
遠
離
す
る
因
縁
に
ょ
り
十
種
功
徳
を
獲
る
と
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

「三

つ
に
は
三
宝
を
帰
敬
し
て
天
神
を
信
ぜ
ず
。
四
つ
に
は

正
見
を
得

て
歳
次

日
月

の
吉
凶
を
択
ば
ず
。」
と
、
仏
宝

・
法
宝

・
僧
宝

の
三

宝

を
帰
敬
し
て
天
神
を
信
じ
な
い
と
い
う
神
祇
不
拝
、
(
1
2
)

及
び
正
見
を
得
て

吉
良
日
を
選
択
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
化
巻

(末
)

の
冒
頭

に
あ
る

『
涅
槃
経
』
や

『般
舟
三
昧
経
』
の
文
と

二
致
す
る
。

一
八
八

こ
れ
に
対
し
て
、
他
の

『
大
集
経
』
の
九
文

の
引
用
文
は
神
紙
證
持
(
1
3
)

や
悪
神
魔
界
帰
敬
を
述
べ
て
い
る
。

第

一
文
―
布
置
星
宿

我
れ
諸
の
衆
生
を
安
楽
す
る
を
も
っ
て
の
故
に
、
星
宿

(星
座
)
を
布
置

す
。か

く

の
如

き

の
法
用

(
星
宿

の
運
行
や
季
節
等

の
法
則
と
そ

の

用

き
)
、

日
夜
刹
那
及
び
迦
羅
時

(千

六
百
刹
那
)
、
大
小
星
宿
、
月
半

(
一
日
よ
り
十

五
日
ま
で
)

月
満

(十

六
日
よ
り
月
末

ま
で
)
年

満

(十
ニ

カ
月
)
の
法
用
、

更

に
衆
生
能

く
是

の
法

を
作
す

こ
と
な
け
む
。
み
な
悉
く
随
喜
し
我
ら
を
安

楽

に
す
。
善

い
か
な
大
徳
、
衆
生

を
安
隠

す
。

ま
た
ま
た
四
天
大
王

(東
方
持

国
天

・
南

方
増
上
天

・
西
方
広
目
天

・
北

方
多

聞
天

H
毘
沙
門
天
)
を
須
弥

山
の
四
方
面

所

に
安
置
す
。
お

の
お

の

二

ゆ
い

王
を
置
く
。

(
中
略
)
四
方
四
維

み
な
悉
く

二
切
洲

渚
及
び

諸

の
城

邑
を
擁

護
す
、

ま
た
鬼
神
を
置

い
て
こ
れ
を
守
護

せ
し
む

。

第

二
文
―
魔
女
帰
仏

如
来
今
涅
槃
道
を
開
き
た
ま

へ
り
、
女

か
し
こ
に
往
き

て
仏
に
帰
依

せ
ん
と

欲
す

と
。

も

し
衆
生
あ
り
て
仏
に
帰
す
れ
ば

彼

の
人
千
億

の
魔

に
畏
れ
ず

い
か
に

い
は
ん
や
生
死
の
流
れ
を
度
せ
ん
と
欲
ふ

無
為
涅
槃
の
岸
に
到
ら
む

第
三
文
ー
魔
王
帰
仏

時

に
魔
波
旬
、

そ
の
春
属

八
十
億
衆

と
、
前
後

に
園
邊

し
て
仏
所

に
往
至

せ

し
む
。
到

り
を
は
り
て
接
足

し
て
世
尊

を
頂
礼
し

た
て
ま

つ
る
。

願

は
く

は
わ
れ
今

日
世

の
導
師

を
供
養

し
恭
敬

し

尊
重

し
た
て
ま

つ
る
と
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い
の
ち

こ
ろ
な
り

諸

の
悪

は
永
く
尽
し
て
ま
た
生
ぜ
し

寿

を
尽
す
ま
で
如
来

の

法

に
帰
依

せ
ん
と

第
五
文
-
悪
神
帰
敬

そ

の
時

に
世
尊
、
彼

の
諸
の
悪
鬼
神
衆

の
中
に
し
て
法

を

説

き

た

ま

ふ
。

(
中
略
)
彼

の
悪
鬼
神

は
、

昔
仏
法
に
お

い
て
決
定

の
信
を
作
せ
り

し

か

ど

と
が

も
、
彼
後

の
時

に
お

い
て
悪
知
識

に
近
づ
き
て
、
心

に
他

の
過
を
見

る
。

こ

の
因
縁
を
も

っ
て
悪
鬼
神

に
生
ま
る
と
。

第
六
文
-
天
王
護
持

ば

が

ば

か

る

し
つ
た

大
徳
婆
伽
婆

(世
尊
=

釈
尊

の
こ
と
)
、
過
去

の
天
仙

(怯
盧
風
託

と

い
う

仙

人

の
名
、
釈
尊
の
前

身
と

い
わ
れ
る
)

こ

の
四
天
下
を
護
持

し
養
育

せ
し

が

故

に
、
ま
た
皆
か
く

の
ご
と
き

分
布

安
置
せ
し
む
。

こ

の
故
に
願
は
く
は
仏

こ
の
閻
浮
提

の

二
切
国
土

に
お

い
て
、
彼

の
諸

の
鬼

神

分
布
安
置
し
た
ま

へ
。
護

持
の
た
め

の
故

に
、

一
切

の
諸

の
衆
生

を
護
ら

ん
が
た
め

の
故

に
。

ま
た
世
間
を
護
ら
ん
が
た
め

の
故

に
、

こ
の
閻
浮
提
所

集

の
鬼

神

を

も

っ

て
、
分
布

安
置
す
、
護
持
養
育
す

べ
し
と
。

第

七
文
-
諸
魔
帰
敬

そ

の
時

に
ま
た
百
億

の
諸
魔
あ

り
、

と
も
に
同
時

に
座

よ
り

し
て
起

ち
て
、

合
掌

し
て
仏

に
向
か
ひ
た
て
ま

つ
り
て
、
仏
足
を
頂
礼

し
て
仏

に
ま
う
し
て

ま

う
さ
く
、
世
尊
、
我

ら
ま
た
ま
さ

に
大
勇
猛
を
発

し
て
、
仏

の
正
法

を
證

持

し
養
育

し
て
、
三
宝
の
種

を
熾
燃

な
ら
し
め

て
、
久

し
く
世
間

に
住
せ
し

む
。
今

地
の
精
気

(
五
穀
を

み
の
ら

せ
る
土
地

の
す
ぐ

れ

た

力
)
、
衆

生
の

精
気

(生
き

と
し
生
け

る
も

の
の

も

つ
生
命

力
)
、
正
法

の
精
気

(仏
法
僧

親
鸞
と

『
大
集
経
』

(林
)

の
三
宝
の
も

つ
功

徳
力
)
、
皆

悉
く
増

長
せ
し
む
べ
し
。

第
八
文
-

天
王
證
持

大
徳
婆
伽
婆
、
我
ら

お
の
お

の
お

の
れ
が
天
下

に
し

て
、

慰

に
仏
法
を
護

持
し
養
育
を
作
さ
む
。
三
宝

の
種
熾
然
と
し

て
久

し
く
住

し
、
三
種

の
精
気

皆
悉
く
増
長

せ
し

め
ん
と
。

第
九
文
―

毘
娑
門
護
持

我
今
ま
た
上
首
毘
沙
門
天
王
と
、
同
心

に
こ
の
閻
浮
提

と
北
方

と
の
諸

仏
の

法

を
護
持
す

と
。

第
十
文
-
護
持
正
法

・
護
持
仏
弟
子

ま
さ

に
諸
仏

の
正
法

を
護
持
す
、

こ
れ
よ
り
ま
さ
に
無
量

の
福

報

を

得

べ

し
。
我
が

た
め
に
出
家

し
、
髪
髪
を
剃
除

し
て
、
袈

裟
を
被

服
せ
む
、

た
と

ひ
戒
を
持

た
ざ
ら

ん
も
、
彼
ら
悉
く
す

で
に
涅
槃

の
印

の
た
め

に
印
せ
ら
る

る
な
り
。

か

た

ふ

た
ん
な

そ

の
時

に
ま
た

二
切
天

・
龍
、
乃
至

一
切
迦

託
富
単
那

(奇
臭
鬼

.極
臭

鬼
)
、

人

・
非
人
等
あ

り
て
、
皆
悉
く
合
掌

し
て
か
く

の
ご
と
く
言
を
作
さ
く
。
我

ら

二
切
声
聞
弟
子
、
乃
至
若

し
ま
た
禁
戒

を
持
た
ざ
れ
ど
も
髪
髪
を
剃
除

し

袈
裟

を
片

に
着

む
者
に
お

い
て
、
師

長

の
想
を
作
さ
む
、
護
持
養
育
し

て
諸

の
所
須

(必
要
と
す
る
物
)
を
与
へ
て
乏
少
な
か
ら
し
め
む
。

上
述
し
た

二
連
の

『
大
集
経
』

の
文
は
、

二
切
の
国

々
、

二
切
の
衆

生
、
仏
法
を
行
ず
る
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
諸

の
鬼
神
が
護
持
し
、
悪
神

.

諸
魔
ま
で
が
仏
に
帰
敬
し
、
仏
法
を
護
持
養
育
し
て
、
三
宝
の
種
を
長

く
世
に
住
め
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

二
八
九
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親
鸞
と

『大
集
経
』
(林
)

親

鸞
は

『
浄
土
和
讃
』
の
中
に
あ
る

「現
世
利
益
和
讃
」
(七
十
六
歳

著
)
の
第
五
首
か
ら
第
十
二
首
(
1
4
)

ま
で
に
念
仏
者
に
対
す

る
神
祇
護
持
を

述
べ
て
い
る
。

こ
れ

ら

の
文

は

『
金
光
明
経
』
と

『金
光
明
最
勝
王

経
』
及
び
善
導
著
の

『観
念
法
門
』
に
よ
っ
て
い
る
が
、
(
1
5
)

正
し
く

『大

集
経
』

の
神
祇
護
持
の
文
と

二
致
す
る
。
第
十
首
和
讃
の
他
化
自
在
天

(第
六
天
)
の
大
魔
王
は
、
釈
尊

の
成
道
を
邪
魔
し
た
が
、
後
に
仏
に
帰

依
し

て
念
仏
者
の
守
護
を
誓

っ
た
か
ら
善
鬼
神
の
護
持
の
後
に
出
さ
れ

た

の
で
あ
ろ
う
。
第
十

二
首
和
讃
は
天
神
地
紙
の
護
持
を
ま
と
め
、
第

十
二
首
和
讃
は
天
地
の
悪
鬼
神

の
畏
怖
を
述
べ
る
。
第
十
二
和
讃
は
前

の
第
十

一
首
和
讃
の
反
顕
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
神

祇
護
持

の
中
に
入
れ
て
考
え
ら
れ
る
。

『歎
異
抄
』
第
七
章
に

「
念
仏
者
は
無
尋
の

二
道
な
り
。
そ

の
い
は

れ
い
か

ん
と
な
ら
ぽ
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神

・
地
祇
も
敬
伏
し
、

魔
界

・
外
道
も
障
尋
す
る
こ
と
な
し
。
」
と
あ
る
文
も
、
『
大
集
経
』
や

「現
世
利
益
和
讃
」
の
文
を

承
け

て
、
真
実
信
心
を
獲
得
し
た
念
仏
者

に
は
、
善
鬼
神
は
護
持
し
悪
鬼
神
は
畏
怖
す
る
、
さ
ら
に
は
魔
界

・
外

道
の
者
も
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
。

1

拙
稿

「『教
行
信
証
』
と

『大
無
量
寿
経
』
」
(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
二
十
七
巻
第
二
号
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
)

2

拙
稿

「親
鸞
と

『華
厳
経
』」
(『佐
賀
龍
谷
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十

九
号
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
)

3

拙
稿

「親
鸞
の
涅
槃
経
観
」
(『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
十

二
巻
第

二
号
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
)、
拙
稿

「親
鸞
と

『涅
槃
経
』
1
肉
食
妻

二
九
〇

帯

に
関
し

て
―

(『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
十
二
巻

第

二

号
、
昭
和

四
十
九
年
三
月
)

4

拙
稿

「
『
教
行
信
証
』

に
お
け
る

『
論
註

』

の
引

用
に

つ

い

て
」

(『
宗

学
院
論
集
』
第
四
十
五
号
)

5

拙
稿

「
親
鸞

に
お
け
る
善
導
著
述

の
引

用
文
」

(
『龍
谷

大
学
論
集
』
第

四
三
三
号

平
成
元
年
二
月
)

6

拙
稿

「
『
選
択
集
』
と

『
教
行
信
証
』
」

(『
平
安
学
園

研
究
論
集
』
第

二

十

四
号

昭
和
五
十
五
年
六
月
)

7

『真

宗
聖
教
全
書
』
二
巻

・
二
六
六
頁

(以
下

『真
聖

全
』
と
略
す

る
)

8

拙
稿

「
親
鸞
聖
人

に
お
け
る
時
機
観
」

(『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第

四

十
九
号
)
三
六

二
頁
参
照
。

9

『真

聖
全
』

一
巻

・
四

二
〇
頁
。

10

『真

聖
全
』

二
巻

・
三
七
八
頁
。

11

『
伝
教
大
師
全
集
』
第
三
巻

・
四

二
六
-
四
二
四
頁
。

12

・
13

拙
稿

「
親
鸞

の
神
祇
観
」

(『
九
州
龍
谷
短
期
大
学
紀
要
』

第
三
十

二
号
、
昭
和
六
十

二
年
三
月
)

二
五
1
二
四
頁
参
照
。

14

『
真
聖
全
』
三
巻

・
四
九

八
頁
。

15

拙
稿

「
親
鸞
聖
人

に
お
け

る
現
世
利
益
観
」

(『
仏
教
文
化
』

第
二
号
、

昭
和
六
十

一
年
三
月
、
九
州
龍
谷
短
期
大
学
仏
教
文
化
研
究

所
冊
)
一
二
―

二
四
頁
参
照
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

末
法
思
想
、

五
箇
五
百
年
説
、
神
祇
護
持

(龍
谷

大
学
教
授
)
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